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相談の受付からハラスメント防止委員会開催までの流れ

 

 

日本教育心理学会 ハラスメント防止委員会 

相談の申込みを受ける
（事務局気付ハラスメ
ント防止委員会宛） 

委員長が専門委員
に相談し面接委員

を決める 

面接委員に諾否 

を伺う 

相談者に面接委員
を知らせ了解を得

る 

面接委員の決定 

面接委員と相談者とで
連絡をとり合い日時や

場所を決める 

委員長に知らせる 

面接をし内容をま
とめる 

相談者に報告書 

の確認をとる 

委員長へ報告書 

を提出する 

ハラスメント防止委員会
を開催し本学会が問題に
すべきハラスメントに該
当するか否かを検討する 


